
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 曜日 行 事 等 

７
月 

19 月 
   
 

20 火 1学期終業式 

21 水 
夏季休業日始 夏季水泳指導 
夏の八小塾 個人面談 

22 木 海の日 

23 金 スポーツの日 

24 土  

25 日  

26 月 夏季水泳指導 夏の八小塾 個人面談 

27 火 夏季水泳指導 夏の八小塾 個人面談 

28 水 夏季水泳指導 夏の八小塾 個人面談 

29 木 夏季水泳指導 夏の八小塾 個人面談 

30 金 
夏季水泳指導 夏の八小塾 個人面談 
７月分給食費引き落とし日 

31 土  

８
月 

１ 日  

２ 月 夏季水泳指導 

３ 火 夏季水泳指導 

４ 水  

７ 土 学校一斉休業日始 

８ 月  

９ 火  

14 土  

15 日 学校一斉休業日終 

27 金  

28 土  

29 日  

30 月  

31 火 ９月分給食費引き落とし日 

９ 
月 

１ 水 ２学期始業式 安全指導                

２ 木 発育測定 (6)  避難訓練(2校時)  給食始                     

３ 金 
発育測定（4）                                        
                                習熟Ｔ 

４ 土  

５ 日  

６ 月 全校朝会 (全)委員会(5,6) 発育測定（5） 

７ 火 発育測定 (3)  委員長会議 

充実した夏休みにするために 
 今年の夏休みも、新型コロナウイルス感染症拡大防止への意識を

常に持ちながら生活をすることが不可欠となります。 

 最近では、感染者が増加傾向にあり、人流も昨年度の同時期

に比べて増えているという報道がなされています。オリンピッ

ク・パラリンピックも開催され、心が興奮し、開放感に包まれ

るかもしれませんが、今一度気を引き締め直して、学校、家

庭、地域が感染症予防の取組を行う必要があると考えていま

す。 

そのため、自宅や室内で過ごすことが多くなるかもしれませ

ん。ぜひ携帯電話（スマートフォン含）の使い方やゲーム（オ

ンラインゲーム含）の利用に仕方をお子様と確認してくださ

い。本校でも LINE やゲームの課金、YouTube や Tik Tok と

いった動画配信等でのトラブルが報告されています。口頭での

確認ではなく、使用状況の確認をお願いいたします。これらの

道具は使い方１つでお子様が、被害者にも加害者にもなる可能

性があります。学校では、お家でのお子様の様子は把握できま

せん。 

 ２学期に全校児童が元気な顔を見せられるように御理解・御

協力をよろしくお願いいたします。 

給食費のお支払いについて 

７月３０日（金）は、７月の給食費引き落とし日 

 になっています。また、９月の給食費引き落とし日

は、８月３１日（火）になっています。お間違えのない

ように御協力をお願いいたします。 

学校一斉休業日のお知らせ 

 今年度も「連続９日間の学校一斉休業日」を実施いたします。 

《令和３年８月７日（土）～１５日（日）》 

 なお、期間中は、管理職を含むすべての教職員は学校に出勤せ

ず、学校の業務を休止します。学校一斉休業期間中に、児童の生

命にかかわるような重大な事件・事故が発生した場合には、市役

所（０４２－５６５－１１１１）または、副校長直通（０７０－

１３０６－０７３８）に御連絡ください。 

五中校区 家庭教育７ヵ条 ※一部抜粋 

① あいさつのできる子供に育てましょう。 

 ◇親が手本となりすすんであいさつをして、家庭・地域に広げましょう。 

② 心身ともに健康な子供に育てましょう。 

 ◇「早寝・早起き・朝ごはん」で元気よく一日をスタートさせましょう。 

③ 時間を守る子供に育てましょう。 

 ◇生活リズムは、子供の健やかな成長のためのエネルギーです。一日の生

活時間を決めさせましょう。 

④ お手伝い好きな子供に育てましょう。 

 ◇お手伝いで「人の役に立つ喜び」を教えましょう。 

⑤ 身だしなみを整える子供に育てましょう。 

 ◇親が手本となり、清潔感のある身だしなみを教えましょう。 

⑥ 善悪の区別ができる子供に育てましょう。 

 ◇親が手本となり、社会のルール、善悪の区別を教えましょう。 

⑦ 子供が安心して成長できる環境をつくりましょう。 

 ◇親が子供に関心をもち、何でも話せる家庭環境をつくりましょう。 

※ 五中校区学校運営協議会で上記の７ヵ条を策定しています。

これらには、五中校区の子供たちがどのように育ってほしいか

という願いが込められています。八小の保護者の皆様にも「夏

休みの宿題」として、取り組んでいただければと思います。 

 


